
鶴
井
俊
吉
教
授　

略
歴
・
主
要
業
績

一
三
一

鶴
井
俊
吉
教
授　

略
歴
・
主
要
業
績

　
　
　
　
　

略　
　

歴

昭
和
四
三
年
三
月 

駒
澤
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

昭
和
四
五
年
三
月 
駒
澤
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

昭
和
四
八
年
三
月 
駒
澤
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
満
期
退
学

昭
和
四
八
年
四
月 

駒
澤
大
学
法
学
部
助
手

昭
和
五
〇
年
四
月 

ド
イ
ツ
・
ケ
ル
ン
大
学
労
働
経
済
法
研
究
所
留
学
（
昭
和
五
二
年
三
月
ま
で
）

昭
和
五
三
年
四
月 

駒
澤
大
学
法
学
部
講
師

昭
和
五
七
年
四
月 

ド
イ
ツ
・
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
外
国
私
法
及
び
国
際
私
法
研
究
所
留
学
（
昭
和
五
九
年
三
月
ま
で
）

昭
和
五
八
年
四
月 

駒
澤
大
学
法
学
部
助
教
授

平
成
四
年
四
月 

駒
澤
大
学
法
学
部
教
授

平
成
一
三
年
二
月 

弁
護
士
登
録

平
成
一
九
年
四
月 

大
学
院
法
学
研
究
科
私
法
学
専
攻
主
任
（
平
成
二
一
年
三
月
ま
で
）



鶴
井
俊
吉
教
授　

略
歴
・
主
要
業
績

一
三
二

平
成
一
九
年
四
月 

法
学
部
法
律
学
科
フ
レ
ッ
ク
ス
B
主
任
（
平
成
二
一
年
三
月
ま
で
）

平
成
二
三
年
四
月 

法
学
部
法
律
学
科
フ
レ
ッ
ク
ス
B
主
任
（
平
成
二
五
年
三
月
ま
で
）

平
成
二
七
年
三
月 

駒
澤
大
学
法
学
部
定
年
退
職

平
成
二
七
年
六
月 

駒
澤
大
学
名
誉
教
授



鶴
井
俊
吉
教
授　

略
歴
・
主
要
業
績

一
三
三

　
　
　
　
　

業
績
目
録

　

一　

「
根
保
証
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
」　

昭
和
四
九
年
三
月
（
一
九
七
四
年
） 

駒
澤
大
学
法
学
部
研
究
紀
要
第
三
二
号
一
六
頁

　

二　

「
抵
当
権
に
お
け
る
価
値
権
理
論
に
つ
い
て
」
（
上
）　

昭
和
五
三
年
三
月
（
一
九
七
八
年
） 

駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
第
一
七
号
一
八
頁

　

三　

「
土
地
及
び
そ
の
地
上
の
非
堅
固
建
物
の
所
有
者
が
土
地
に
つ
き
抵
当
権
を
設
定
し
た
の
ち
地
上
建
物
を
取
り
壊
し
て
堅

固
建
物
を
築
造
し
た
場
合
に
堅
固
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
法
定
地
上
権
が
成
立
す
る
と
さ
れ
た
事
例
」
（
判
例
批
評
）  

 

法
と
秩
序
研
究
会　

昭
和
五
三
年
八
月
（
一
九
七
八
年
） 

『
法
と
秩
序
』
四
三
巻
四
号
三
〇
頁

　

四　

「
ド
イ
ツ
債
権
法

－

反
訳
と
解
説
」
第
二
四
二
条
「
信
義
誠
実
に
適
っ
た
給
付
」
（
解
説
）

 

昭
和
五
六
年
三
月
（
一
九
八
一
年
） 

法
律
時
報
五
三
巻
三
号
一
三
〇
頁

　

五　

「
ド
イ
ツ
債
権
法

－

仮
訳
と
解
説
」
第
二
四
二
条
「
信
義
誠
実
に
適
っ
た
給
付
」
（
解
説
）

 

昭
和
五
六
年
四
月
（
一
九
八
一
年
） 

法
律
時
報
五
三
巻
五
号
一
四
八
頁

　

六　

「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
保
証
制
度
の
概
略
」 
昭
和
五
七
年
一
二
月
（
一
九
八
二
年
）
（
解
説
）

 
 

経
済
法
令
研
究
会
『
手
形
研
究
』
第
三
三
四
号
三
〇
頁

　

七　

「
根
保
証
の
若
干
の
問
題
点
と
そ
の
法
律
構
成
」

 

高
島
平
蔵
教
授
還
暦
記
念
『
現
代
担
保
法
の
展
開
』
所
収　

昭
和
五
七
年
一
二
月
（
一
九
八
二
年
） 

成
文
堂

　

八　

「
身
元
保
証
人
相
互
間
の
求
償
関
係
」
（
判
例
批
評
）　

昭
和
六
〇
年
四
月
（
一
九
八
五
年
） 

法
律
時
報
五
七
巻
五
号
一
三
六
頁

　

九　

「
限
度
額
も
期
間
も
定
め
の
な
い
根
保
証
の
責
任
制
限
」
（
判
例
批
評
）

 

昭
和
六
二
年
九
月
（
一
九
八
七
年
） 

法
律
時
報
五
九
巻
八
号
一
〇
五
頁

一
〇　

「
根
抵
当
権
の
被
担
保
債
権
の
範
囲
」
（
解
説
）　

昭
和
六
二
年
九
月
（
一
九
八
七
年
）

 

伊
藤
進
編
著　

民
法
Ⅲ
『
担
保
物
権
法
』
所
収 

別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
六
六
頁



鶴
井
俊
吉
教
授　

略
歴
・
主
要
業
績

一
三
四

一
一　

『
ド
イ
ツ
債
権
法
総
論
』　

椿
寿
夫
・
右
近
健
男
編　

第
二
四
二
条
「
信
義
誠
実
に
適
っ
た
給
付
」
を
担
当

 
昭
和
六
三
年
三
月
（
一
九
八
八
年
）　

 

日
本
評
論
杜

一
二　

『
逐
条
判
例
民
法
』　

川
井
健
・
西
原
道
雄
編　

昭
和
六
三
年
一
〇
月
（
一
九
八
八
年
）

 

雇
用
（
第
六
二
三
条
）
か
ら
寄
託
（
第
六
六
五
条
）
ま
で
担
当 

法
学
書
院

一
三　

『
注
解　

不
動
産
法
』
Ⅰ
「
不
動
産
売
買
」　

遠
藤
浩
・
平
井
一
雄
編　

平
成
五
年
二
月
（
一
九
九
三
年
）

 

民
法
第
五
四
六
条
か
ら
第
五
五
八
条
を
担
当 

青
林
書
院

一
四　

「
損
害
担
保
契
約
の
概
念
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
と
し
て
有
用
な
い
し
必
要
か
」

 

『
現
代
契
約
と
現
代
債
権
の
展
望
』　

椿
寿
夫
編　

第
三
巻　

「
担
保
契
約
」
所
収
平
成
六
年
九
月
（
一
九
九
四
年
） 

日
本
評
論
社

一
五　

「
損
害
担
保
契
約
と
求
償
権
の
有
無
範
囲
」　

椿
寿
夫
編
『
代
位
弁
済
』
所
収　

平
成
七
年
二
月
（
一
九
九
五
年
）

 
 

経
済
法
令
研
究
会　

銀
行
法
務
二
一
別
冊
第
一
号
五
九
頁

一
六　

『
注
釈
ド
イ
ツ
契
約
法
』　

右
近
健
男
編　

第
七
六
五
条
（
保
証
〕
以
下
を
担
当　

平
成
七
年
八
月
（
一
九
九
五
年
） 

三
省
堂

一
七　

「
商
工
ロ
ー
ン
業
者
に
よ
る
根
保
証
の
法
形
式
及
ぴ
手
形
の
利
用
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
と
さ
れ
た
事
例
」
（
判
例
評
釈
）

平
成
一
三
年
八
月
（
二
〇
〇
一
年
） 

経
済
法
令
研
究
会　

銀
行
法
務
二
一
第
五
九
三
号
七
七
頁

一
八　

『
民
法
Ⅳ　

債
権
各
論
』　

平
井
一
雄
編　

第
四
節
「
契
約
の
解
除
」
を
担
当　

平
成
一
四
年
二
月
（
二
〇
〇
二
年
） 

青
林
書
院

一
九　

「
破
産
終
結
決
定
が
さ
れ
て
法
人
格
が
消
滅
し
た
会
社
を
主
債
務
者
と
す
る
保
証
人
が
主
債
務
者
の
消
滅
時
効
を
援
用
す

る
こ
と
の
可
否
」
（
判
例
評
釈
）　

平
成
一
六
年
三
月
（
二
〇
〇
四
年
） 

経
済
法
令
研
究
会　

銀
行
法
務
二
一
第
六
二
九
号
七
四
頁

二
〇　

『
民
法
二　

物
権
・
担
保
物
権
』　

フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
法
学
講
座　

中
山
・
草
野
・
清
原
・
岸
上
・
鹿
野
・
鶴
井
共
著　

第
Ⅱ
部　

担
保
物
権　

第
三
章
（
先
取
特
権
）
、
第
四
章
（
質
権
）
を
担
当　

平
成
一
七
年
四
月
（
二
〇
〇
五
年
） 

不
磨
書
房

二
一　

「
信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
的
再
構
成
」
―
二
一
世
紀
へ
の
金
融
変
革
の
な
か
で
の
公
的
保
証
機
関
取
引
と
今
後
―

 

（
一
）
、
（
二
）
、
（
三
）　

平
野
真
由
と
共
同
執
筆



鶴
井
俊
吉
教
授　

略
歴
・
主
要
業
績

一
三
五

 

　

（
一
）
平
成
二
一
年
一
二
月
（
二
〇
〇
九
年
） 

駒
澤
法
学
九
巻
二
号
二
六
一
頁

 
　

（
二
）
平
成
二
二
年
三
月
（
二
〇
一
〇
年
） 

駒
澤
法
学
九
巻
三
号
二
七
三
頁

 

　

（
三
）
平
成
二
二
年
三
月
（
二
〇
一
〇
年
） 

駒
澤
法
学
九
巻
四
号
二
〇
〇
頁

二
二　

「
保
証
債
務
の
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
権
利
の
濫
用
に
当
た
る
と
さ
れ
た
事
例
」
（
判
例
評
釈
）

 

平
成
二
二
年
一
二
月
（
二
〇
一
〇
年
） 

判
例
時
報
社　

判
例
時
報
第
二
〇
九
〇
号
一
七
九
頁

　

学
会
活
動
等

一　

所
属
学
会
・
日
本
私
法
学
会
、
比
較
法
学
会
、
土
地
法
学
会
、
金
融
法
学
会
。

二　

学
会
・
研
究
会
等
に
お
け
る
役
割
・
ド
イ
ツ
財
産
法
、
取
引
法
研
究
会
、
民
法
学
史
研
究
会
、
民
法
判
例
研
究
会
、
民
法
高
裁
判
例
研
究
会

等
所
属
。

三　

共
同
研
究
・
チ
ー
ム
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
参
加
と
役
割
・
ド
イ
ツ
財
産
法
研
究
会
に
お
い
て
、
『
ド
イ
ツ
債
権
法
』
、
『
ド
イ
ツ
不
当
利
得
・

不
法
行
為
法
』
、
『
注
釈
ド
イ
ツ
契
約
法
』
を
出
版
し
、
そ
の
共
同
研
究
に
参
加
、
執
筆
。

四　

留
学
・
ド
イ
ツ
・
ケ
ル
ン
大
学
、
労
働
経
済
法
研
究
所
（
所
長
・
ヴ
ィ
ー
デ
マ
ン
教
授
）
に
て
、
二
か
年
間
（
一
九
七
五
年
、
七
六
年
）
留

学
。
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
、
外
国
私
法
及
び
国
際
私
法
研
究
所
（
所
長
・
ミ
ュ
ラ
ー
フ
ラ
イ
エ
ン
ヘ
ル
ス
教
授
）
に
て
、
二
か
年

間
（
一
九
八
二
年
、
八
三
年
）
留
学
。

五　

学
内
・
フ
レ
B
主
任　

二
回
（
平
成
二
三
年
、
二
四
年
。
一
九
年
、
二
〇
年
）

 

大
学
院
法
学
研
究
科
私
法
学
専
攻
主
任　

二
回
（
平
成
一
九
年
、
二
〇
年
。
一
七
年
、
一
八
年
）


